
令和 8 年度  

 

 

生活環境向上推進助成プログラム 

【公募のご案内】  

〇申請書類の受付期限  

申請：令和 8 年 1 月 1 日～令和 9 年 6 月 30 日  

認定事業者より申請フォームをご案内致します。  

ご相談等に関しては公式サイトよりお問合せください。  

URL：https://sb-ps.jp/  

※申請書類は受付期限内に必要書類がすべて揃わなければ受け付けられません。  

申請書類は、当協会に到着した順に内容を確認し、不備・不足が無い事を確認できたものから審査しますので、

日程に余裕をもって送付してください。  

※申請受付期限内でも、予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。  

〇交付決定通知後の申請書類の提出方法  

本プログラム採択となった助成対象者に「生活環境向上推進助成プログラム」の申請書類のデータを当協会が指

定する宛先へ送付いただきます。  

〇お問い合わせ  

一般社団法人中小企業振興支援協会  

TEL 03-6457-5845 FAX 03-6457-5846  

(受付時間 平日 10 時～18 時まで) 
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「重要説明事項」（交付申請にあたっての注意点）   

生活環境向上推進助成プログラムに係る重要説明事項は以下のとおりです。必ずご確認、ご理解いただいた上で

の交付申請をお願い致します。  

 

1. 本プログラムは中小企業振興支援協会（以下「当協会」）が設立した助成制度となり一般企業が行う民間助成

金です。  

国や自治体が財源の補助金、助成金とは異なりますのでご留意ください。採択された申請者に対して、助成金

が交付されます。  

2. 本助成金の交付を受けようとする助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」）は、工事前に交付申請を行っ

てください。 

審査の結果、採択が決定されると「交付決定通知書」が送付され助成金の交付対象としての実施が正式に認められ

ます。 

また、支出行為は、銀行振り込み・クレジットカード決済・ビジネスクレジット（信販）にてご対応できます。 

3. 交付決定を受けても、定められた期日までに支給申請書等の提出がないと、助成金は受け取れません。 

交付申請後、本プログラムを開始していただきます。完了後は取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容

の分かる関係書類等を、定められた期日までに当協会に提出しなければなりません。なお、追加で当協会から提出を

求められた書類については、定められた期日までに提出する必要があります。もし、定められた 期日までに、実績

報告書等の提出が当協会で確認できなかった場合には、交付決定通知書を受領していても、 助成金を受け取れなく

なります。 

4. 生活環境向上推進助成プログラムには助成金支給の条件がございます。  

当協会では、生活環境向上推進助成プログラムの実施を通じて、助成対象者の生活環境における環境機能の改善状況

をもとに、今後の生活環境向上と並行して取り組まれるエコ活動に関する調査を行っております。本プログラムの交

付申請にあたっては、助成内容をご理解いただいたうえで、助成実施後に実施される当協会の調査活動にご協力いた

だける方を対象とさせていただきます。 
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個人情報取り扱いと使用目的  

・当協会に提出された交付申請における申請者（以下、「申請者」）の個人情報については、当協会で保管させて

いただきます。又、以下の目的のために使用します。 

 

①本プログラムの適正な執行のために必要な連絡  

②活動報告状況を把握するための調査（事業終了後の効果実績調査を含む）  

③実施後実績（改善前・改善後）の把握 

④その他本プログラムの遂行に必要な活動  

・また、当協会は次に掲げる場合を除いて、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除き、あらかじめ申

請者の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、次に掲げる場合には、当該

情報の提供先は第三者に該当しないものとします。  

①当協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合 

②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合  

③個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の 項

目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏

名または名称について、あらかじめ本人に通知しまたは本人が容易に知り得る状態に置いた場合  

・個人情報について、開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、当協会所定の方法に基づき対応致し

ます。具体的な方法については、個別にご案内します。 

（下記受付窓口までお問い合わせください。） 

住所：東京都千代田区神田和泉町 1-13-11 和泉町中央ビル 6F  

担当：生活環境向上推進助成プログラム事務局  

電話番号：03-6457-5845  

E メールアドレス：info@sb-ps.jp  

 

 

生活環境向上推進助成プログラムの目的  

生活環境向上推進助成プログラム（以下「本プログラム」といいます）は、個人の暮らしにおける環境配慮の取

組を促進し、持続可能で快適な生活基盤の形成を支援することを目的としています。具体的には、省エネルギー

設備の導入、断熱性や通気性の改善、再利用可能な資材の活用など、エコ活動を伴う生活環境の向上を図る取り

組みに対して、その実施を後押しするものです。本プログラムでは、日常生活の中で環境への負荷を低減しつ

つ、快適性や安全性を高めたいと願う個人の方々を対象に、意識啓発だけにとどまらない、実行可能かつ具体的

な改善行動の促進を目指し実施を行う対象者にかかる経費の一部を助成支援として公募いたします。 

申請スケジュール  

申請期間：令和 8 年 1 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日  

助成対象期間：令和 8 年 1 月 1 日～令和 9 年 6 月 30 日  

助成対象期間 【助成対象となる契約、取得、実施、支払い等を実施すべき期間】1 年間  
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助成プログラム対象者  

本助成プログラムの助成対象となる者は、環境配慮型の生活改善に取り組む個人及び法人に限ります。 

 

助成プログラムに対する助成額  

助成金として交付される助成額 

蓄電池 一律 35 万円 

太陽光 一律 15 万円 

創蓄（太陽光＋蓄電池 一律 50 万円 

個人宅電気（電気の切替又は新規通電） 一律 5,000円 

ガス 1 ㎥につき 400 円（上限 10 万円） 

回線通信 一律 12,000 円 

 

助成プログラム対象とする経費  

生活環境向上推進助成プログラムに係る支出のうち助成プログラムの対象となる経費 

1 個人電気（電気契約の切替又は新規通電） 

一 電気（切替又は新規通電に要する費用）※消費税を除く。 

例：新規通電手続に伴う費用、契約切替に伴う手続費用（当協会が認めるものに限る） 等 

 

二 工事費（切替又は新規通電に伴う工事費）※消費税を除く。 

例：新規通電に伴う電気工事、引込線・幹線等の工事、分電盤交換・改修、契約容量変更に伴う工事 等 

 

三 その他、当協会が認める工事等（各付帯設備にかかる費用）※消費税を除く。 

例：通電・切替に付随して必要となる付帯工事、現地調査費（工事に付随する範囲） 等 

 

2 太陽光 

一 機器費（設備機器の購入等に要する費用）※消費税を除く。 

例：太陽光発電モジュール（パネル）、パワーコンディショナ、接続箱、発電量モニタ 等 

 

二 工事費（各設備の設置工事にかかる費用）※消費税を除く。 

例：屋根・架台施工、設置工事、電気配線工事、系統連系工事、試運転・調整 等 

 

三 その他、当協会が認める工事等（各付帯設備にかかる費用）※消費税を除く。 

例：架台部材、防水処理（工事に付随する範囲）、落下防止等の安全対策部材 等 
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3 蓄電池 

一 機器費（設備機器の購入等に要する費用）※消費税を除く。 

例：家庭用蓄電池本体、（必要な場合）蓄電池用パワーコンディショナ、専用分電盤、計測機器 等 

 

二 工事費（各設備の設置工事にかかる費用）※消費税を除く。 

例：蓄電池設置工事、電気配線工事、分電盤改修、停電時切替工事、試運転・調整 等 

 

三 その他、当協会が認める工事等（各付帯設備にかかる費用）※消費税を除く。 

例：据付金具・架台、耐候ボックス、付帯配線・保護部材（範囲内） 等 

 

4 個人宅ガス 

一 機器費（設備機器の購入等に要する費用）※消費税を除く。 

例：高効率給湯器（エコジョーズ等）、ガス給湯器、暖房機器（高効率タイプ） 等 

 

二 工事費（各設備の設置工事にかかる費用）※消費税を除く。 

例：給湯器交換・設置工事、配管接続・改修、給排気工事、試運転・調整 等 

 

三 その他、当協会が認める工事等（各付帯設備にかかる費用）※消費税を除く。 

例：排気筒・固定金具、凍結防止部材、追い焚き配管更新等の付帯設備（範囲内） 等 

 

5 回線通信 

一 機器費（設備機器の購入等に要する費用）※消費税を除く。 

例：ルーター、宅内通信機器（購入扱いの場合）、LAN 配線部材（ハブ・モジュラ等） 等 

 

二 工事費（各設備の設置工事にかかる費用）※消費税を除く。 

例：宅内配線工事、配管・配線ルート整備、壁面口増設、機器設置・設定（工事として計上する場合） 等 

 

三 その他、当協会が認める工事等（各付帯設備にかかる費用）※消費税を除く。 

例：配線ダクト等の付帯部材、軽微な付帯工事（範囲内） 等 
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申請について   

本プログラムで生活環境向上推進助成プログラムを行う際は、認定事業者での実施に限ります  

認定事業者とは  

生活環境向上推進助成プログラムの認定事業者とは、施工実績及び申請者と共に実施を行うパートナーとして、

対象者の生活環境向上推進助成プログラムに関する要望や目的を十分に理解し提案、施工、相談等のサポート、

及び助成プログラムの交付申請や実績報告等の当協会に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者で

す。 

※認定事業者は当協会にて認定された企業のみとなっており、認定外の企業での申請は対象外となります。 

審査基準について  

生活環境向上推進助成プログラムの審査基準は以下の通りとします。  

・当協会の生活環境向上推進助成プログラムについてご理解頂き、完工後の実施報告に協力いただける者である

こと。  

・交付申請書と見積り内容が合致していること。  

注意事項  

⑴ 本プログラムは、審査があり、不採択になる場合があります。また、本プログラム遂行の際には自己負担が必

要となり、助成金は後払いです。  

(2) 当協会が求める情報の提供に関する協力 

申請者は、当協会が、必要な資料及び情報等を求めたときは、当協会の指定する期日までに当協会に対して提供するこ

とに同意した上で、本プログラムの交付申請を行うものとします。 

なお、申請者は、認定事業者を通じて、当該資料及び情報等を当協会に提供させることができるものとします。 
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(3) 助成対象住宅、物件の所有者の承諾 

申請者以外の住宅、物件等所有者がいる建物に対し行う場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を得て交付申請をす

るものとします。 

 

申請者  

生活環境向上推進助成プログラム支援事業に係る申請書に記載の代表者のみに限ります。  

交付申請書類について  

交付申請書類一式は、電子申請または郵送よりご提出ください。（持参は不可） 

 

⑴ 電子申請 

・ 認定事業者よりフォーム及び見積り書、交付申請書、売買契約書、工事着工前写真を送付します。申請フォーム

の内容に沿って記入及び書類のアップロードをしてください。  

・ 見積書、交付申請書、売買契約書、工事着工前写真の提出が必須となります。見積書は数量、単価、内訳内容ま

で記載したものをご提出してください。 

 

⑵ 郵送申請 

・ 認定事業者より見積もり書、交付申請書、売買契約書、工事着工前写真を送付します。 

   各書類の内容に沿って記入し、各書類のコピーをすべて同封し、下記宛先まで郵送してください。 

・ 見積書、交付申請書、売買契約書、工事着工前写真の提出が必須となります。見積書は数量、単価、内訳内容ま

で記載したものをご提出してください。 

 

住所：東京都千代田区神田和泉町 1-13-11 和泉町中央ビル 6F  

担当：生活環境向上推進助成プログラム事務局  

電話番号：03-6457-5845  

・ 申請手続き後、当協会で審査の上採択結果を申請方法に沿って電子メール又は郵送でお送りいたします。 

交付決定対象者には交付決定通知書を合わせてお送りいたします。 

※不採択となった者にも申請方法に沿って電子メール又は郵送でご報告いたします。 
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※審査結果の詳細に関しましては非公開とさせていただきます。  

 

・ 交付決定となった対象者は支給申請をお願いします。 (P⑩-支給申請/実績報告に関する提出書類 参照) 

申請から助成金支払いまでの流れ  

本プログラムの実施は、交付申請内容及び交付決定通知書の内容に沿って、全過程完了した日より 60日間までに支給

申請をご提出ください。 

 

期限を過ぎますと、助成金の交付決定の全部または一部が取り消される場合があります。 

なお当協会は、当該取り消しを行ったときは、認定事業者に通知するものとします。 

 

交付申請の翌月 1 日から起算して 1 年 を経過するまでの期間（本プログラムでは、令和 9 年 5 月）を予定に必ず

完了させてください。助成対象となる経費は、この期間内に発注又は契約、実施、支払いまでを完了した経費です。  

（例）令和 8 年 1 月下旬に交付決定の場合  

 （助成対象期間は令和 8 年 2 月～令和 9 年 2 月末日） 
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各種申請書類の作成及び提出における主な留意事項  

申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は、申請者の負担になります。  

申請書類を提出する者及び連絡担当者は、申請対象者本人に限ります。  

提出された申請書類は、交付決定の可否に関わらず返却しませんので、必ず写しを保管してください。 内

容についてお問い合わせをさせていただく場合があります。  

受付最終日（申請書提出期限）の時点で不備・不足のある申請書類は受け付けません。 また、申請書類は当協会に

到着した順に内容を確認し、不備、不足が無いことを確認できたものから審査します（申請書類の到着順ではあり

ません。）受付期限中でも予算額に達した時点で締め切る可能性があります。 

 

締め切り以降に到着した申請書類や締め切り時点で不備、不足のある申請書類は受け付けません。 

 

ご提出いただいても受付できないことがありますので、ご提出の際には、不備・不足の無いよう十分お気を付けく

ださい。  

経費の支払いに関する注意事項  

経費の支払いは、助成対象者名義の金融機関の口座からの振込払いが原則です。  

その他、支払いに関する主な注意点は以下のとおりです。   

⑴ 本プログラム申請者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は助成対象外で す。   

⑵ ビジネスクレジット(信販会社)を使用される際は、申請者本人にてご契約ください。 

⑶ 助成対象経費支払いとその他の取引は、混合して行わないでください。  

⑷ 他の取引と相殺して支払った経費は、助成対象外です。  
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支給申請/実績報告に関する提出書類   

 

・支給申請には、助成プログラム実績報告書・領収書の写し・工事着工後写真が必須となります。 

   

※契約・支払い確認に係る書類の宛先は、申請者名義であることが必要です。  

支給申請時、経費の支払確認に必要な書類一覧を電子メール添付または郵送にてご提出いただきます。

郵送提出の場合は、当協会に事前にご連絡の上すべて写し（コピー）をご送付ください。 

 

 

 

助成プログラム実績報告書 

  

・認定事業者より助成プログラム実績報告書が送付されます。 

助成プログラム実績報告書内の項目を確認後不備・不足の無いよう記入下さい。 

領収書  

・宛先（助成対象者名）、発行日、領収内容、単価、数量、領収金額がわかるもの・発行元（支払先）の押印を省

略し、記名または自署に替えることも可能です。押印を省略する場合は、書類の発行元の連絡先を記載してくださ

い。必要に応じて、確認の連絡をさせていただく場合があります。  

支払い証明と支払い条件  

現金振込み  

・支払先発行の領収書  

※領収書には、宛先（助成対象者名）  

・領収日、領収金額、領収の内訳、発行社名・発行者印・所在地・電話番号がある事  

 

 

ビジネスクレジット （信販会社）  

・助成対象者本人による契約であること  

・契約書類控えの写し、引き落し開始がわかる書類（通帳、信販会社の通知書等）  

 

クレジットカード 

クレジットカードによる支払いの場合は、申請者名義のクレジットカードに限り助成対象となります。 
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本プログラム助成対象者の義務   

本プログラムの採択となった助成対象者は、以下の条件を守らなければなりません。また、公募要領に記載の

「重要説明事項」（P③）について、十分にご留意ください。  

交付決定  

 

〇本プログラム採択となった申請者は、助成プログラムの交付に係る必要な手続きを行わなければなりません。 

 

〇採択となっても、交付決定時点で対象外経費の計上等の不備が発見された場合には、当協会の指示に 従って申請

書類の訂正・再提出してください。（交付決定を受けても実績報告時に要件を満たしていないと認められる場合に

は、交付決定後であっても、助成金の交付は行いません。また、対象外経費の計上が発見された場合には、当該支出

を除いて助成対象経費を算出するよう当協会から連絡を受けます。）  

① 経費の配分変更  

交付決定を受けた後、助成対象の経費の配分や内容を変更しようとする場合、または本プログラムを中止 

（一時中断）、廃止（実施取りやめ）する場合は、事前に承認を得なければなりません。  

② 助成金の交付  

本プログラムで助成対象を改修工事後に支給申請書を提出しなければなりません。工事内容の審査と経費内容の確認

（見積書、売買契約書、領収書）等により交付すべき助成金の額を確定した後、清算払いとなります。（本プログラ

ムでは概算払いは一切認められません）。   

 

③プログラム実施効果報告  

本プログラムは 改修工事完了後から当協会にて実施調査を行います。 

その他   

原則として、助成事業終了後の助成金額確定にあたり、助成対象物や申請書類の確認ができない場合について は、

助成対象外となります。  

助成事業終了後、検査員等が実地調査に入ることがあります。この検査により助成金の返還命令等の指示がなされ

た場合には、これに従わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

12 



 

暴力団等排除に関する事項  

助成対象者は、助成金の交付申請をするに当たって、また、助成対象者の実施期間内及び完了後の将来にわたって下

記の事項のいずれにも該当しないことを約束します。虚偽があり、またはこの約束に反したことにより、当方が不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

1.助成対象者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律 第７７号）第２条第２号に規する

暴力団その他の反社会的勢力（以下、「暴力団等」という。）である場合、または当団体の役員等（法人 である場

合は役員または支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、任意団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団等の構成員、関係者に該当する者

若しくは暴力団等の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下、「暴力団員等」という。）の場合  

2. 助成対象者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団等または暴力団員等を利用するなどしている場合  

4. 助成対象者が、暴力団等または暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合  

5. 助成対象者が、暴力団等または暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有して

いる場合  

附則  

この規程は、令和 8 年 1 月 1 日から施行し、この規定の前に施行前に生じた事項にも適用する。 
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